
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

施

術

機

関

の

指

〃

担

当

課

（

室

）

定

目

次

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

施

術

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

【

規

則

】

○

岡

山

県

産

業

廃

棄

物

処

理

税

条

例

施

行

規

則

の

税

務

課

○

国

民

健

康

保

険

組

合

の

規

約

の

変

更

の

届

出

長

寿

社

会

課

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

国

民

健

康

保

険

組

合

の

規

約

の

変

更

認

可

〃

○

岡

山

県

吉

備

高

原

都

市

セ

ン

タ

ー

区

広

場

条

例

中

山

間

・

地

域

振

興

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

課

○

岡

山

県

収

入

証

紙

売

り

さ

ば

き

場

所

の

変

更

会

計

課

【

公

告

】

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

○

指

定

希

少

野

生

動

植

物

の

指

定

の

解

除

案

の

公

自

然

環

境

課

【

告

示

】

○

平

成

二

十

七

年

度

自

衛

官

募

集

（

自

衛

官

候

補

危

機

管

理

課

示

生

）

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

障

害

福

祉

課

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

事

〃

業

の

廃

止

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

指

〃

定

○

〃

〃

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

名

〃

称

等

の

変

更

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

事

〃

岡

山

県

公

報

平成２８年３月１５日 第１１７６９号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
号

岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
産
業
廃
棄
物
処
理
税
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
岡
山
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

削
除

第
六
条
の
表
七
の
項
中
「
第
十
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
表
八
の
項
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

八

削
除

第
十
四
条
の
表
十
の
項
中
「
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存
等

の
承
認
の
取
消
し
通
知
書
」
を
「
産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存

等
の
承
認
の
取
消
通
知
書
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

削
除

様
式
第
１
号

様
式
第
七
号
及
び
様
式
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



（第６条関係）様式第７号

産業廃棄物処理税徴収猶予申請書

個人（法人）番号

受付印

住所（所在地）

氏名（名称及び代

印年 月 日 表者氏名） ○

岡山県 担当者名及び連絡

県民局長 殿 先電話番号

最終処分の料金及び産業廃棄物処理税を納期限までに受け取ることができなかっ

たので，岡山県産業廃棄物処理税条例（平成14年岡山県条例第47号）第10条第２項

の規定により，次のとおり徴収猶予を申請します。

産業廃棄物処理税に

係る徴収金を一時に

納入することができ

ない事情の詳細

徴収猶予を受けよう 申告対象 納期限 課税標準たる 税額

とする税額等 重量

年 月分 年 月 日 ． トン 円

年 月 日から 年 月 日まで 月間
徴収猶予を受けよう

とする期間

納入計画 分割納入を 希望する ・ 希望しない

回数 納入年月日 納入金額 摘要

１ 年 月 日 円

２ 年 月 日 円

添付書類 申請理由が生じたことを証する書面（帳簿等）

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



削
除

様
式
第
８
号

様
式
第
十
号
中
「

1
0

」
を
「

1
0

（

」
に

「6
0

」
を
「

」

様
式
第

号
様
式
第

号
第
６
条
関
係

日
３
月

）

、

に
改
め
る
。

様
式
第
十
四
号
中
「

1
4

」
を
「

1
4

（

」
に

「

」

様
式
第

号
様
式
第

号
第
６
条
関
係

課
税
標
準
量

）

、

を
「

」
に

「6
0

」
を
「

」
に
改
め
る
。

課
税
標
準
た
る
重
量

日
３
月

、

様
式
第
二
十
四
号
中
「6

0

」
を
「

」
に
改
め
る
。

日
３
月

産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存
等
の
承

様
式
第
二
十
五
号
中
「

認
の
取
消
し
通
知
書

産
業
廃
棄
物
処
理
税
関
係
帳
簿
書
類
の
電
磁
的
記
録
等
に
よ
る
保
存
等

」
を
「」

に

「6
0

」
を
「

」
に
改
め
る
。

の
承
認
の
取
消
通
知
書

日
３
月

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
五
号

岡
山
県
吉
備
高
原
都
市
セ
ン
タ
ー
区
広
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
吉
備
高
原
都
市
セ
ン
タ
ー
区
広
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
吉
備
高
原
都
市
セ
ン
タ
ー
区
広
場
条
例
施
行
規
則
（
平
成
四
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

」

、「

」

「

」

第
七
条
第
一
項
中

規
定
に
よ
る

を
削
り

同
条
第
一
項
の

を

同
条
第
一
項
に
規
定
す
る

に

「
う
ち
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
減
免
す
る
」
を
「
全
額
を
免
除
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

、
中
「
の
児
童
、
中
学
校
」
を
「
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
」
に

「
生
徒
」
を
「
児
童
及
び
生
徒
」

、

に

「
と
き
。

全
額
」
を
「
と
き

」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
と
き
。

全
額
」
を
「
と
き

」

、

。

。

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
七
号

防
衛
省
に
お
い
て
採
用
す
る
自
衛
官
の
う
ち
自
衛
官
候
補
生
の
平
成
二
十
七
年
度
募
集
の
要
領
は
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

採
用
自
衛
官
の
区
分

自
衛
官
候
補
生
（
男
子
に
限
る

）
。

二

応
募
資
格

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
で
十
八
歳
以
上
二
十
七
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
で
、
自
衛
隊

法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
欠
格
条
項
に
該
当
し

な
い
も
の
と
す
る
。

三

受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
九
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で

四

採
用
試
験
種
目

１

筆
記
試
験

２

口
述
試
験

３

適
性
検
査

４

身
体
検
査

五

志
願
票
の
請
求
及
び
提
出
先

市
役
所
、
町
村
役
場
、
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
又
は
同
本
部
出
張
所
等

六

採
用
試
験
期
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
八
日

七

試
験
場

１

岡
山
第
二
合
同
庁
舎
（
岡
山
市
北
区
下
石
井
）

２

陸
上
自
衛
隊
三
軒
屋
駐
屯
地
（
岡
山
市
北
区
宿
）

３

自
衛
隊
阪
神
病
院
（
兵
庫
県
川
西
市
久
代
）

４

陸
上
自
衛
隊
善
通
寺
駐
屯
地
（
香
川
県
善
通
寺
市
南
町
）

八

採
用
予
定
月

平
成
二
十
八
年
三
月
下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で
又
は
同
年
七
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
の
間

九

県
内
採
用
予
定
者
数

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



海
上
要
員

若
干
名

十

そ
の
他

詳
細
に
つ
い
て
は
、
市
役
所
若
し
く
は
町
村
役
場
又
は
次
に
掲
げ
る
自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

若
し
く
は
同
本
部
出
張
所
等
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部

〇
八
六

二
二
六

〇
三
六
一

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
津
山
出
張
所

〇
八
六
八

二
二

五
六
三
七

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
倉
敷
地
域
事
務
所

〇
八
六

四
二
二

七
三
五
八

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
高
梁
地
域
事
務
所

〇
八
六
六

二
二

二
三
一
四

－
－

自
衛
隊
岡
山
地
方
協
力
本
部
岡
山
募
集
案
内
所

〇
八
六

二
二
四

二
八
二
四

－
－

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
o
k
a
y
a
m
a
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
八
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）
。

、

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

１
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局名

称
所

在
地

指
定
年
月
日

あ
ゆ
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
２
５
６
０
－
３

H
2
7
.
９
.
１

葦
陽
勝
田
薬
局

美
作
市
真
加
部
５
４
－
４

H
2
7
.
９
.
１

前
谷
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

井
原
市
西
江
原
町
６
６
６
－
１

H
27
.
1
0
.
1
0

東
児
は
な
ふ
さ
歯
科
医
院

玉
野
市
北
方
５
２
８
－
２

H
2
7
.
1
0
.
１

フ
ァ
ー
マ
シ
ィ
薬
局
西
江
原

井
原
市
西
江
原
町
６
６
６
－
５

H
2
7
.
1
0
.
１

倭
文
診
療
所

津
山
市
里
公
文
１
６
７
４
－
１

H
2
7
.
７
.
１

医
療
法
人
こ
ま
く
さ
会
河
口
医
院

玉
野
市
宇
野
五
丁
目
１
－
１

H
2
7
.
７
.
１

八
尾
歯
科
医
院

美
作
市
古
町
１
３
５
４
－
１

H
2
7
.
９
.
１

林
歯
科
医
院

玉
野
市
玉
四
丁
目
６
－
６

H
27
.
９
.
2
9

林
歯
科
医
院

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
５
１
２
－
２

H
2
7
.
1
0
.
１

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
津
山
東
店

津
山
市
押
入
１
１
３
６
－
１
６

H
2
7
.
1
0
.
１

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
二
階
町
店

津
山
市
二
階
町
３

H
2
7
.
1
0
.
１

と
よ
く
に
薬
局

美
作
市
豊
国
原
３
０
７
－
１

H
2
8
.
１
.
１

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



２
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等
の
所
在
地

指
定
年
月
日

株
式
会
社
ア
ー
ル
・
ケ
ア

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３
４

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

マ
マ
ッ
ク
総
社

総
社
市
三
須
１
５
２
４
－
４

H
2
7
.
12
.１

医
療
法
人
ペ
ガ
サ
ス

赤
磐
市
桜
が
丘
西
４
－
１
－
１
１

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

あ
お
ぞ
ら

赤
磐
市
桜
が
丘
西
４
－
１
－
１
６

H
2
8
.
１
.１

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
四
十
九
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

１
病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

み
し
ま
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

玉
野
市
玉
原
２
－
６
－
８

名
称

三
島
歯
科
医
院

み
し
ま
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

H
2
7
.
８
.
2
4

な
ぎ
と
よ
ふ
く
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

勝
田
郡
奈
義
町
滝
本
１
４
２
６
－
１

名
称

豊
福
歯
科
医
院

な
ぎ
と
よ
ふ
く
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

H
2
7
.
1
2
.
１

２
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

ン
等
の
名
称

の
所
在
地

株
式
会
社
ア
ー
ル
・
ケ

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３
４

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

訪
問
看
護
ス

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３
４

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

H
2
7
.
５
.
1
1

ア
ン

マ
マ
ッ
ク

テ
ー
シ
ョ
ン

等
の
所
在
地

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ

た

）
）
。

っ

、

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院
，
診
療
所
又
は
薬
局

名
称

所
在

地
廃
止
年
月
日

あ
ゆ
み
ク
リ
ニ
ッ
ク

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛
２
５
６
０
－
３

H
27
.
８
.
3
1

葦
陽
勝
田
薬
局

美
作
市
真
加
部
５
４
－
４

H
2
7
.
９
.
１

林
歯
科
医
院

玉
野
市
玉
４
－
６
－
４

H
27
.
９
.
2
8

林
歯
科
医
院

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
５
１
２
－
２

H
27
.
９
.
3
0

ゴ
ダ
イ
薬
局
周
匝
店

赤
磐
市
周
匝
７
１
１
－
１

H
2
7
.
1
0
.
１

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
津
山
東
店

津
山
市
押
入
１
１
３
６
－
１
６

H
27
.
９
.
3
0

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
二
階
町
店

津
山
市
二
階
町
３

H
27
.
９
.
3
0

さ
い
わ
い
薬
局

真
庭
市
福
田
２
７
９
－
１

H
27
.
1
2
.
3
0

有
限
会
社
と
よ
く
に
薬
局

美
作
市
豊
国
原
３
０
７
－
１

H
27
.
1
2
.
3
1

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
一
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

株
式
会
社
オ
フ
ィ
ス
パ
ー
シ
モ
ン

総
社
市
清
音
柿
木
８
０
８
－
５

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
か
き
の
き

総
社
市
清
音
柿
木
８
０
８
－
５

H
2
7
.
10
.１

コ
ン
フ
ォ
ー
ト
有
限
会
社

井
原
市
大
江
町
４
５
０
５
－
５

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
楽
々
園

井
原
市
大
江
町
４
５
０
５
－
５

H
2
7
.
11
.１

医
療
法
人
渋
藤
医
院

和
気
郡
和
気
町
父
井
原
４
３
４
－
１

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
佐
伯

和
気
郡
和
気
町
父
井
原
４
３
４
－
１

H
2
7
.
11
.１

医
療
法
人
ア
ル
フ
ァ

井
原
市
西
江
原
町
９
７
９
－
１

ア
ル
フ
ァ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

井
原
市
西
江
原
町
９
７
９
－
１

H
2
7
.
５
.１

医
療
法
人
ペ
ガ
サ
ス

赤
磐
市
桜
が
丘
西
４
－
１
－
１
１

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

あ
お
ぞ
ら

赤
磐
市
桜
が
丘
西
４
－
１
－
１
６

H
2
8
.
１
.１

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
二
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者
の
名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

介
護
予
防
事
業
所
の
名
称

介
護
予
防
事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

株
式
会
社
オ
フ
ィ
ス
パ
ー
シ
モ
ン

総
社
市
清
音
柿
木
８
０
８
－
５

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
か
き
の
き

総
社
市
清
音
柿
木
８
０
８
－
５

H
2
7
.
10
.１

医
療
法
人
ア
ル
フ
ァ

井
原
市
西
江
原
町
９
７
９
－
１

ア
ル
フ
ァ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

井
原
市
西
江
原
町
９
７
９
－
１

H
2
7
.
５
.１

医
療
法
人
ペ
ガ
サ
ス

赤
磐
市
桜
が
丘
西
４
－
１
－
１
１

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

あ
お
ぞ
ら

赤
磐
市
桜
が
丘
西
４
－
１
－
１
６

H
2
8
.
１
.１

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
三
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が

（
）

）
。

、

。

あ

た
っ

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

１
施
設種

類
名

称
所

在
地

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

介
護
老
人
福
祉
施

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
高
寿

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８
１
－
１

所
在
地

津
山
市
下
高
倉
東
１
９
４
３
－
１
１

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８
１
－
１

H
2
7
.
11
.１

設
園

２
事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

変
更
事
項

変
更

前
変

更
後

変
更
年
月
日

居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人
真

真
庭
市
久
世
２
９
２
８

真
庭
市
社
協
居
宅
介
護
支

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

事
業
所
の
所

真
庭
市
落
合
垂
水
１
９
０

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

H
2
7
.
10
.１

支
援
事
業

庭
市
社
会
福
祉
協

援
南
事
業
所

１
在
地

１
－
５

１

者
議
会

居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人
真

真
庭
市
久
世
２
９
２
８

真
庭
市
社
協
訪
問
介
護
南

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

事
業
所
の
所

真
庭
市
落
合
垂
水
１
９
０

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

H
2
7
.
10
.１

事
業
者

庭
市
社
会
福
祉
協

事
業
所

１
在
地

１
－
５

１

議
会

介
護
予
防

社
会
福
祉
法
人
真

真
庭
市
久
世
２
９
２
８

真
庭
市
社
協
訪
問
介
護
南

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

事
業
所
の
所

真
庭
市
落
合
垂
水
１
９
０

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

H
2
7
.
10
.１

事
業
者

庭
市
社
会
福
祉
協

事
業
所

１
在
地

１
－
５

１

議
会

居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人
真

真
庭
市
久
世
２
９
２
８

真
庭
市
社
協
訪
問
入
浴
介

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

事
業
所
の
所

真
庭
市
落
合
垂
水
１
９
０

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

H
2
7
.
10
.１

事
業
者

庭
市
社
会
福
祉
協

護
南
事
業
所

１
在
地

１
－
５

１

議
会

介
護
予
防

社
会
福
祉
法
人
真

真
庭
市
久
世
２
９
２
８

真
庭
市
社
協
訪
問
入
浴
介

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

事
業
所
の
所

真
庭
市
落
合
垂
水
１
９
０

真
庭
市
下
市
瀬
５
５
８
－

H
2
7
.
10
.１

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



事
業
者

庭
市
社
会
福
祉
協

護
南
事
業
所

１
在
地

１
－
５

１

議
会

居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人
津

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

高
寿
園
居
宅
介
護
支
援
セ

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

事
業
所
の
所

津
山
市
下
高
倉
東
１
９
４

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

H
2
7
.
11
.１

支
援
事
業

山
福
祉
会

１
－
１

ン
タ
ー

１
－
１

在
地

３
－
１
１

１
－
１

者居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人
津

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

高
寿
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

事
業
所
の
名

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
高

高
寿
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

H
2
7
.
11
.１

事
業
者

山
福
祉
会

１
－
１

ン
タ
ー

１
－
１

称
寿
園

ン
タ
ー

〃
〃

〃
〃

〃
事
業
所
の
所

津
山
市
下
高
倉
東
１
９
４

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

H
2
7
.
11
.１

在
地

３
－
１
１

１
－
１

介
護
予
防

社
会
福
祉
法
人
津

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

高
寿
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

事
業
所
の
名

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
高

高
寿
園
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

H
2
7
.
11
.１

事
業
者

山
福
祉
会

１
－
１

ン
タ
ー

１
－
１

称
寿
園

ン
タ
ー

〃
〃

〃
〃

〃
事
業
所
の
所

津
山
市
下
高
倉
東
１
９
４

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

H
2
7
.
11
.１

在
地

３
－
１
１

１
－
１

居
宅
介
護

社
会
福
祉
法
人
津

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
高

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

事
業
所
の
所

津
山
市
下
高
倉
東
１
９
４

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

H
2
7
.
11
.１

事
業
者

山
福
祉
会

１
－
１

寿
園

１
－
１

在
地

３
－
１
１

１
－
１

介
護
予
防

社
会
福
祉
法
人
津

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
高

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

事
業
所
の
所

津
山
市
下
高
倉
東
１
９
４

津
山
市
下
高
倉
西
１
５
８

H
2
7
.
11
.１

事
業
者

山
福
祉
会

１
－
１

寿
園

１
－
１

在
地

３
－
１
１

１
－
１

居
宅
介
護

株
式
会
社
誠
和
サ

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
６
３

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
福
寿
館

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
６
３

事
業
所
の
名

ハ
ー
ト
フ
ル
デ
イ

ふ
く

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
福
寿
館

H
2
8
.
１
.１

事
業
者

ポ
ー
ト

０
４
－
１

０
４
－
１

称
ろ
う
の
森

介
護
予
防

株
式
会
社
誠
和
サ

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
６
３

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
福
寿
館

浅
口
郡
里
庄
町
里
見
６
３

事
業
所
の
名

ハ
ー
ト
フ
ル
デ
イ

ふ
く

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
福
寿
館

H
2
8
.
１
.１

事
業
者

ポ
ー
ト

０
４
－
１

０
４
－
１

称
ろ
う
の
森

居
宅
介
護

株
式
会
社
ア
ー
ル

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

事
業
所
の
所

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

H
2
7
.
５
.
1
1

事
業
者

・
ケ
ア

４
マ
マ
ッ
ク

在
地

４

介
護
予
防

株
式
会
社
ア
ー
ル

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

事
業
所
の
所

玉
野
市
東
高
崎
２
５
－
３

玉
野
市
東
高
崎
２
４
－
８

H
2
7
.
５
.
1
1

事
業
者

・
ケ
ア

４
マ
マ
ッ
ク

在
地

４

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
四
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

（
）

（
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
介
護
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の

（
）

）
。

、

。

届
出
が
あ

た
っ

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業
者

種
類

名
称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

居
宅
介
護
事
業
者

林
勝
彦

玉
野
市
玉
４
－
６
－
４

林
歯
科
医
院

玉
野
市
玉
４
－
６
－
４

H
2
7
.
９
.
2
8

介
護
予
防
事
業
者

林
勝
彦

玉
野
市
玉
４
－
６
－
４

林
歯
科
医
院

玉
野
市
玉
４
－
６
－
４

H
2
7
.
９
.
2
8

居
宅
介
護
事
業
者

株
式
会
社
ラ
ブ
ド
ラ
ッ
グ
ス

岡
山
市
南
区
福
富
西
１
－
２
０
－
３
２

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
津
山
東
店

津
山
市
押
入
１
１
３
６
－
１
６

H
2
7
.
９
.
3
0

介
護
予
防
事
業
者

株
式
会
社
ラ
ブ
ド
ラ
ッ
グ
ス

岡
山
市
南
区
福
富
西
１
－
２
０
－
３
２

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
津
山
東
店

津
山
市
押
入
１
１
３
６
－
１
６

H
2
7
.
９
.
3
0

居
宅
介
護
事
業
者

株
式
会
社
ラ
ブ
ド
ラ
ッ
グ
ス

岡
山
市
南
区
福
富
西
１
－
２
０
－
３
２

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
二
階
町
店

津
山
市
二
階
町
３

H
2
7
.
９
.
3
0

介
護
予
防
事
業
者

株
式
会
社
ラ
ブ
ド
ラ
ッ
グ
ス

岡
山
市
南
区
福
富
西
１
－
２
０
－
３
２

く
す
り
の
ラ
ブ
薬
局
二
階
町
店

津
山
市
二
階
町
３

H
2
7
.
９
.
3
0

居
宅
介
護
事
業
者

林
博
司

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
５
１
２
－
２

林
歯
科
医
院

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
５
１
２
－
２

H
2
7
.
９
.
3
0

介
護
予
防
事
業
者

林
博
司

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
５
１
２
－
２

林
歯
科
医
院

都
窪
郡
早
島
町
前
潟
５
１
２
－
２

H
2
7
.
９
.
3
0

〃
有
限
会
社
と
よ
く
に
薬
局

美
作
市
豊
国
原
３
０
７
－
１

有
限
会
社
と
よ
く
に
薬
局

美
作
市
豊
国
原
３
０
７
－
１

H
2
7
.
1
2
.
3
1

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
五
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

（
）

（
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し

（
）

）
。

、

。た

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

施
術
所
を
開
設
し
て
い
な
い
施
術
者

氏
名

住
所

指
定
年
月
日

妹
尾

彰
夫

玉
野
市
羽
根
崎
町
１
－
３
２

H
2
7
.
1
0
.
1
6

石
尾

彰
久

総
社
市
奥
坂
１
０
９
９

H
2
7
.
1
0
.
９

竹
原

利
紗

備
前
市
日
生
町
寒
河
４
２
４
２
－
１
１

H
2
8
.
１
.
2
6

中
務

貴
之

赤
磐
市
周
匝
１
０
６
９
－
１

H
2
8
.
１
.
2
6

川
月

義
仁

浅
口
市
鴨
方
町
鴨
方
１
１
４
１
－
２

シ
エ
ル
鴨
方
Ｂ
－
２
０
５

H
2
7
.
1
2
.
1
0

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
六
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び

（
）

（
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

指
定
施
術
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出

（
）

）
。

、

。

が
あ

た
っ平

成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

施
術
所
を
開
設
し
て
い
る
施
術
者

氏
名

施
術
所
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地

廃
止
年
月
日

岡
田

亮
治

作
楽
整
骨
院

津
山
市
押
入
４
９
４
－
７

H
2
7
.
1
0
.
９

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
七
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
組
合
か
ら
次
の
と
お
り
規
約
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

組
合
の
名
称

岡
山
県
医
師
国
民
健
康
保
険
組
合

二

変
更
事
項

事
務
所
の
所
在
地

変
更
前

岡
山
県
岡
山
市
中
区
古
京
町
一
丁
目
一
番
一
〇

六
〇
二
号

岡
山
衛
生
会
館

－

変
更
後

岡
山
県
岡
山
市
北
区
駅
元
町
一
九
番
二
号

岡
山
県
医
師
会
館
五
階

三

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
十
六
日

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
八
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

国
民
健
康
保
険
組
合
の
規
約
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

組
合
の
名
称

岡
山
県
医
師
国
民
健
康
保
険
組
合

二

変
更
事
項

組
合
員
の
範
囲

１

組
合
員
は
、
医
療
・
福
祉
の
事
業
又
は
業
務
に
従
事
す
る
岡
山
県
医
師
会
会
員
も
し
く
は
岡
山

県
内
の
郡
市
地
区
医
師
会
会
員
で
あ
る
医
師
及
び
当
該
医
師
が
開
設
し
又
は
管
理
者
で
あ
る
岡
山

県
内
の
医
療
機
関
及
び
福
祉
施
設
に
勤
務
す
る
者
及
び
組
合
に
使
用
さ
れ
る
者
で
、
岡
山
県
医
師

国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
第
五
条
の
地
区
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

２

組
合
員
が
、
医
療
・
福
祉
の
事
業
又
は
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
判
定
基
準
は
、
別

に
定
め
る
。

三

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
五
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

真
庭
市
曲
り
字
河
内
谷
一
三
三
七
、
一
三
三
八
の
一
、
一
三
四
二
、
字
柳
ケ
平
一
三
四
九
か
ら
一

三
五
二
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

美
作
市
太
田
字
長
畑
四
二
九
、
四
三
一

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
長
畑
四
二
九
・
四
三
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

平成２８年３月１５日　岡山県公報　第１１７６９号



間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

久
米
郡
久
米
南
町
全
間
字
西
の
谷
八
三
一
の
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
並
び
に

「

関
係
市
役
所
及
び
久
米
南
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
号

岡
山
県
財
務
規
則
（
昭
和
六
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
八
号
）
第
七
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
三
月
一
日
付
け
で
、
次
の
岡
山
県
収
入
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
に
係
る
売
り
さ
ば
き
場
所

の
変
更
を
承
認
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

売

り

さ

ば

き

人

変

更

後
の

売

り
さ

ば
き

場
所

名
称
及
び
代
表
者

所

在

地

の
氏
名

真
庭
市
上
水
田
五
一
二
〇

び
ほ
く
農
業
協
同
組
合

真
庭
市
上
水
田
五
一
二
〇

北
房
支
店

支
店
長

中
山

和
彦
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〔
九
六
〕
岡
山
県
希
少
野
生
動
植
物
保
護
条
例
（
平
成
十
五
年
岡
山
県
条
例
第
六
十
四
号
）
第
八
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
指
定
を
解
除
す
る
た
め
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
案
を
次
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
指
定
の
解
除
の
案
に
つ
い
て
の
意
見

書
を
岡
山
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
名
称
及
び
解
除
の
理
由

区
分

指
定
希
少
野
生
動
植
物
の
名
称

解

除

の

理

由

動
物

フ
サ
ヒ
ゲ
ル
リ
カ
ミ
キ
リ

絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
種
の
保

存
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五

号
）
第
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
国
内
希
少
野

生
動
植
物
種
と
し
て
定
め
ら
れ
た
た
め
。

二

縦
覧
の
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課

各
県
民
局
地
域
政
策
部
環
境
課

２

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
（
火
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（
月
）
ま
で

た
だ
し
、
県
の
休
日
（
岡
山
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
岡
山
県
条
例
第
二
号
）
第

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
休
日
を
い
う

）
を
除
く
。

。

３

縦
覧
の
時
間

九
時
か
ら
十
七
時
ま
で

三

意
見
書
の
提
出
先
及
び
記
載
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

岡
山
県
環
境
文
化
部
自
然
環
境
課

〒
七
〇
〇

八
五
七
〇

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号

－
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電
話

〇
八
六

二
二
六

七
三
〇
九

－
－

２

意
見
書
の
記
載
事
項

意
見
書
を
提
出
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名

(1)
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

意
見
書
の
提
出
の
対
象
で
あ
る
野
生
動
植
物
の
名
称

(2)

意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由

(3)
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